
令和８年 ４月号 回 覧

田原駐在所だより
春の交通安全県民総ぐるみ運動

令和８年４月６日（月）から１５日（水）までの間、春の交通安全

運動が行われる。

〇 見守り活動等を通じて通学時間帯の安全を確保し、地域ぐるみで

こどもの交通事故防止を図りましょう。

○ 歩行者は、横断歩道外の横断や車両の直前直後横断の禁止

等の法令を遵守するとともに、横断歩道を渡る・信号に従う

といった基本的な交通ルールを守りましょう。

○ 高齢者の方は、加齢に伴う身体能力の低下を考えて行動しましょう。

また、安全運転サポート車への乗換えや運転免許の自主返納に

ついて、家族と話し合ってみてください。

【 統 一 行 動 日 】
４月 ８日（水） 「自転車の安全で適正な利用」強化の日

４月１０日（金） 交通事故死ゼロを目指す日（全国統一）

４月１０日（金） 「飲酒運転根絶」強化の日

４月１３日（月） 「こどもや高齢者に優しい３Ｓ運動」推進強化の日

春の連休期間中における山岳遭難防止

県 内 の 山 岳 遭 難 の 現 状
○ 令和７年中の山岳遭難発生状況

・ 令和７年中の山岳遭難は、県内70件発生して80人（うち死者８人）が遭難しました。

・ 遭難の態様で主なものは、道迷い26人、転倒19人、滑落10人で全体の半数以上を占め

ています。

春は、山の空気や緑がさわやかで登山者が多くなる季節です。

それに伴い、山岳遭難の発生が懸念され、特に連休期間中は、全国的に山岳遭難が多発する

傾向にあります。

山はまだまだ気温が低く雪が残る場所があるほか、寒風が吹きすさぶなど厳しい環境もあ

りますので、登山計画や装備が不十分だと命に関わる場合もあります。
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